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平成22年11月30日 

受益者の皆さまへ 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

 

 

「ノーロードファンド（維新）」 

信託約款の変更および繰上償還（予定）のお知らせ 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、ご投資いただいております弊社の投資信託について、当該受益権口数が、信託約款の繰上償還に

関する規定の５億口を下回っている状態が長期に継続し、効率的な運用が困難となっており、またファ

ンド残高の回復も見込み難いため、繰上償還を実施させていただく予定です。また、繰上償還を実施させ

ていただくにあたり信託約款の変更を行いましたので、合わせて下記の通りお知らせいたします。なお、平成

22年12月20日を取得申込日としたお買い付けの申込みを停止させていただきましたのでお知らせいたします

（ご解約の申込みは従来通り可能です。）。 

お手数ですが、この書面をお読みになり、内容を十分ご理解くださいますようお願いいたします。 

敬具 

記 

 

Ⅰ：信託約款の変更および繰上償還を行う投資信託の名称 

ノーロードファンド（維新） 
 

Ⅱ：信託約款の変更の概要 
 

１．信託約款の変更理由 

下記Ⅲの繰上償還を実施させていただくにあたり、受益者の皆さまの利便性を確保すること等を目

的として、約款変更を実施いたしました。 
 
２．信託約款の変更内容 

（１）平成22年12月21日以降の一部解約の制限の撤廃 

当ファンドの一部解約は、各決算日（毎年３月、６月、９月、12月の20日。休業日の場合は翌営業日と

なります。以下同じ。）を解約請求受付日として、当該日に先立つ 10 営業日間のみの受付けとなってお

りましたが、平成22年12月21日以降、いつでも解約のお申込みができるよう変更いたしました。 

（２）平成22年12月21日以降の成功報酬の廃止 

当ファンドは、各決算日を基準日として各３ヵ月間の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率に比較して、

当ファンドの基準価額の実質騰落率※が上回っており、かつ当該３ヵ月間の基準価額が上昇している場合

に、当該期間の基準価額のＴＯＰＩＸに対する超過収益額の21％（税抜き20％）を成功報酬として、毎

計算期末に支弁する仕組みでしたが、平成22年12月21日以降の成功報酬を廃止いたしました。 

※実質騰落率は、当該期間の前期末の分配落ち基準価額と当期末の分配金込み基準価額を比較したものとします。 

 

３．信託約款の変更実施日 

平成22年11月30日 
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Ⅲ：繰上償還の概要 
 

１．繰上償還理由 

当該受益権口数が、信託約款の繰上償還に関する規定の受益権口数５億口を下回っている状態が長

期に継続し、効率的な運用が困難となっており、またファンド残高の回復も見込み難いため、信託

約款の規定に基づき、繰上償還を行わせていただくものです。 
 
２．繰上償還予定年月日 

平成23年２月４日 
 
３．異議申立手続等 

この繰上償還に関して異議のある受益者は、平成22年11月30日から平成22年12月30日までに、弊社

に対し書面をもってその旨をお申し出ください。上記の繰上償還にご同意いただける場合は、特別

な手続きは必要ありません。 

上記期間内に、異議のお申出のあった受益者の受益権の口数が平成22年11月30日現在の受益権総口

数の２分の１を超えない場合は、平成23年２月４日に繰上償還を行います。 

この場合、異議のお申出をされた受益者は、平成23年１月12日から平成23年１月31日までの間に、

ご自身のファンドの受益権を、公正な価額で信託財産をもって買い取るよう受託会社に請求するこ

とができます。 

 

４．手続日程 

新 聞 公 告 日：平成22年11月30日 

異 議 申 立 期 間：平成22年11月30日～平成22年12月30日 

買 取 請 求 期 間：平成23年１月12日～平成23年１月31日 

繰上償還予定年月日：平成23年２月４日 

 
＜補足説明＞ 
【１．異議申立結果と繰上償還について】 

上記の通り、異議のお申出のあった受益者の受益権の口数が受益権総口数の２分の１を超えない場合に繰上償
還が行われます。２分の１を超えた場合は、繰上償還は行わず、繰上償還を行わない旨を公告し、また、受益
者の皆さまに書面でお知らせします。 

【２．買取請求について】 
この繰上償還が予定通り行われることとなった場合、異議を申し立てられた受益者は、弊社より別途ご案内
する方法により、ご自身のファンドの受益権を、信託財産をもって買い取るよう受託会社に対して請求する
ことができます。（異議を申し立てられた場合であっても買取請求をしなければならないものではありませ
ん。） 
その際の買取価額は、受益者からの買取請求の必要書類を受託会社が受理した日を、信託の一部解約の請求
受付日として、当該一部解約に準じて計算される解約価額とさせていただきます。 
なお、課税対象額がある場合には税額が差し引かれます。また、受託会社より買取り代金をお支払いする際
に、振込手数料等の費用が差し引かれます。 
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Ⅳ：異議申立の方法 

 

前記Ⅲの繰上償還に関してご異議のある受益者は、弊社に対し書面をもってその旨をお申し出ください。 

（異議がない場合は書面の送付等は不要です。） 

○異議申立期間  平成22年11月30日から平成22年12月30日まで 

（ご注意）異議申立は、平成22年12月30日弊社到着分までを有効とさせていただきます。 

○書面の記載内容 次の①～⑥を記載してください。 

①住所、②氏名（署名、捺印）、③電話番号（日中連絡先）、④ファンド名、 

⑤取扱販売会社名、取引店、口座番号＊、⑥繰上償還について反対する旨 

＊ファンドに関し、同一販売会社であっても複数口座をお持ちの方は、保有する全ての取引店、

口座番号をご記入ください。 

※上記の記載内容に不備がある場合には、ご異議の申立を受付けできなくなる場合がありますの

で、ご留意ください。 

○書面の送付先  〒105-6228 東京都港区愛宕二丁目５番１号  

愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー28階 

三井住友アセットマネジメント株式会社 ディスクロージャー部「繰上償還」係

 

Ⅴ：個人情報取得の目的および取扱販売会社への提供 
 

弊社が取得する、異議を申し立てられる受益者に関する個人情報（異議申立書等の書類に記載された

一切の個人情報を含みます。）は、異議を申し立てられた受益者の受益権の合計口数の確認のために必

要な範囲で利用します。弊社はかかる情報を、受益権の口数等の確認を行う目的のため取扱販売会社

に対して提供します。 

 

Ⅵ：本件に関するお問い合わせ先 
 

本件に関してご不明な点は下記にお問い合わせください。 

フリーダイヤル 0120-88-2976  
三井住友アセットマネジメント株式会社 

（受付：平成22年11月30日から平成22年12月30日までの営業日の9:00～17:00） 
 

 

以上 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


